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資料４－１ 報告事項１ 

令和７年１月 27 日 

都市整備部都市計画課 

 

 

板橋区都市づくりビジョンの改定（素案）について 

 

１ 改定の主旨 

「板橋区都市づくりビジョン」は、都市計画法第 18 条の２に基づく「区市

町村の都市計画に関する基本的な方針（都市計画マスタープラン）」である。 

平成 30（2018）年３月策定時からの社会経済情勢の変化（人口減少社会の到

来や、自然災害の激甚化、脱炭素社会への移行、ポストコロナ時代など）へ対

応し、地域特性を活かした持続可能なまちづくりを実現する計画となるよう見

直しを行う。 

また、次期板橋区基本構想・基本計画と改定時期を合わせて検討を進めるこ

とにより、区の都市づくりの総合的な方針としてめざすべき将来都市像を明確

化し、その実現や都市生活の質の向上に大きな役割を果たすものである。 

改定を進めるにあたり、板橋区都市づくりビジョン素案を作成したので報告

するとともに、令和６年 10 月に行った骨子案に対するパブリックコメントに

ついて、併せて報告を行う。 

 

２ 素案について 

資料４－２及び４－３（概要版）のとおり 

 

３ 骨子案に対するパブリックコメントについて 

資料４－４のとおり 

 


